
鳥取県災害派遣福祉チーム(鳥取県DWAT）
ＤＷＡＴ－Disaster Welfare Assistance Team

鳥取県ＤＷＡＴとは
●ＤＷＡＴとは、指定の研修を修了・登録した県内の福祉専門職等
により構成されるチーム

活動内容

●災害時の避難所等において福祉的な視点から支援を行い、災害関
連死及び要配慮者の要介護状態の重度化などの二次被害を防止し、
安定的な日常生活への移行に向けて支援を行う

●ＤＷＡＴは、次に掲げる活動を行う。

【先遣隊】

・被災地の情報収集、災害派遣福祉チーム活動拠点の設置を行う
【支援隊】
・福祉ニーズの把握及び要配慮者のスクリーニング
・避難者からの相談対応及び介護を要する者への応急的な支援
・避難所等の環境整備
・福祉避難所の運営支援
・目的を達成するために必要と認められる活動

鳥取県ＤＷＡＴの現状・課題

アセスメント（巡回訪問調査）

（例）写真：鳥取県DWAT（令和６能登半島地震支援）

避難所内の環境整備なんでも相談ブース

地区 登録者数 先遣隊候補者名簿

東部 ９６人 ８人

中部 ３４人 ８人

西部 ５３人 １５人

計 １８３人 ３１人

●課題
鳥取県ＤＷＡＴは実際の派遣活動を経験

したことがないため、研修や訓練を通じて、
実践力の向上を図る必要がある。
また、登録者数も十分ではないため、

チーム員の増員に向けて、周知等に力を入
れていかなければならない。

鳥取県災害福祉支援センター
ディーワット



新規登録者における登録フロー図

１ヶ月程度
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◎研修の開催

・基礎研修

・スキルアップ研修

・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ研修

ＤＷＡＴ
名簿登録/管理

●有資格者
・社会福祉士
・介護福祉士
・介護支援専門員
・保育士 等

●その他登録する
ことが適当である
と認められる者
・行政職員
・社協職員 等

法人・施設等

・受講
(基礎研修を未修了の方は派遣×)

登録希望者は登録申請
※登録においても、原則、所属先
の了解を得ること

・周知
（鳥取県DWAT研修等）

協定

・登録証の交付
（個人に対して、
交付）

協定締結団体（県社会福祉士会・県介護福祉士会・県介護支援専門員連絡協議会
・県社会福祉施設経営者協議会・県老人福祉施設協議会・県老人保健施設協会）

●鳥取県DWAT組成に関する協力、研修の後援・周知等

●チーム員の登録
チーム員となることを希望し、以下の（ア）又は（イ）のいずれかに該当する者

で、福祉チームに関する研修を修了している者又は修了する見込みの者
（ア）福祉に関する専門資格を有すること
（イ）その他登録することが適当であると認められる者

●問い合わせ先:鳥取県社会福祉協議会 電話番号：0857-30-6367

メールアドレス：saigai-c@tottori-wel.or.jp鳥取県災害福祉支援センター

随時募集

◎２,３日後～ ◎１ヶ月程度

鳥取県ＤＷＡＴ派遣の流れ


